
安全・安心な社会のための犯罪・テロ対策技術等を実用化するプログラム
（科学技術戦略推進費）

目

 

的：犯罪・テロ対策技術等の構築に資する科学技術について、関係府省の連携体制の下、ユーザーとなる公的機関のニーズに基づ

 
いた研究開発を実施し、実用化につなげる。

対象機関：大学又は大学共同利用機関、国立試験研究機関、独立行政法人、民間機関（企業等）等の国内の機関を対象とする（法人格を

 
有する者に限る）。

実施期間：原則５年間。（３年目に再審査を行い、達成目標の達成の見込み、実証試験の見通し等について審査し、継続して実施するプロ

 
ジェクトを選定する。）

支援規模：初年度は4,500万円を上限、平成24年度以降は年間１億円を上限とする。

＜研究開発段階＞ ＜実証段階＞

＜実用化段階＞

＜課題設定＞

文部科学省

研究開発機関
（大学、研究独法、
企業、国の機関

等）

国の機関
（科学警察研究所

等）

出口側関係機関
（警察庁、国土交

 
通省、空港保安

 
事業者

 

等）

調達

従来の研究開発プロジェクトの

 
取組範囲

隘路解消に向けた追加的取組

 
の範囲（※

 

CSTPの了解の下、

 
関係府省庁に予算措置）

研究開発に対する

 
出口側機関の取組

 
の強化

テーマ選定・

 
公募・採択

ニーズの提示
開発目標の
明確化

技術動向に係る国際調査
技術運用の調査研究

実証技術に関する
動向調査、

実証試験への協力
（海外調査・国際協力含む）

テーマ選定段階

 
から出口側機関

 
を巻き込んだ協

 
力の枠組み

死の谷の
克服

提案 フェーズⅠ（

 

３年間）

研究開発期

フェーズⅡ（

 

２年間）

実証期

爆発物・擬剤の提供、試験、評価の実施

製品の実用化

実用化に向けた研究開発戦略に基づく研究課題管理

関係府省連絡会議・技術開発推進チーム関係府省連絡会議・技術開発推進チーム

※ ※

※

＜爆発物の検知技術開発を行う場合＞

平成23年度予算額：80億円の内数
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科学技術・学術審議会
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